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当社が製造する製品が「外国為替及び外国貿易法 (外為法)」 の輸出貿易管理令別表第 1

(1～ 15項 )|こかかる規制対象貨物に該当するかの判定結果を別紙にて記載します。

■対応法令 :2021年 12月 15日 改正施行

輸出貿易管理令別表第 1(1～ 15項 )

該非判定結果は、該当、非該当、対象外に区分します。

輸出貿易管理令別表第 1の 16項 (キ ャッチオール規制)には全製品が該当します。

該当
輸出貿易管理令別表第 1(1～ 15項)にて規制対象品日であり、

かつ省令で定める仕様に該当する製品。

非該当
輸出貿易管理令別表第 1(1～ 15項)にて規制対象品日であるが、

省令で定める仕様に該当しない製品.

対象外
輸出貿易管理令別表第 1(1～ 15項)にて規制対象品目がなく、

規制の対象とならない製品。

※本ページと、該当製品ページを印刷してご活用下さい。


